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社会福祉法人 祥穂会 

モアヤング 介護相談所 
 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 
（福井市指定 第 １８７０１０２４５４ 号） 

１、事業の目的と運営方針 
２、事業者および事業所の概要 
３、事業実施地域および営業日・営業時間 
４、介護予防支援の内容 
５、契約時の説明及び依頼義務 
６、事業所の従業者体制 
７、利用料金 
８、緊急時の対応 
９、事故発生時の対応 
10、苦情相談窓口 
 



１.事業の目的と運営方針  
要支援状態にある方に対し、適正な介護予防支援を提供することにより、要支援状態の維持、改善

を目的とし、目標を設定して計画的に介護予防支援を提供します。 
また、地域包括支援センター、関係市町村、地域の保健・医療・福祉・介護サービス事業者と連携

を図り、総合的な介護予防支援の提供に努めます。 
 
２． 事業者および事業所の概要 
 

＜ 事 業 者 ＞  
法 人 名 社会福祉法人 祥穂会 
代 表 者 名 理事長 皆川 恭英 
所 在 地 福井市和田中町東沖田３０番地の１ 
電 話 番 号 ０７７６－２８－３７３７ 
設 立 年 月 日 平成１３年７月６日 

  
＜ 事 業 所 ＞  
名 称 モアヤング 介護相談所 
管 理 者 名 黒川 明美 
所 在 地 福井市和田中町東沖田３０番地の１ 
電 話 番 号 ０７７６－２８―３７３４ 
事 業 所 の 種 類 指定居宅介護支援事業所 
介護保険指定番号 第 １８７０１０２４５４ 号  令和６年４月１日指定 
開 設 年 月 日 令和６年４月１日 

 
３． 事業実施地域および営業日・営業時間 

 
事 業 実 施 地 域 福井市 
営 業 日 月曜日～金曜日 
営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時３０分 

            ※緊急時は２４時間電話対応いたします。 
４． 介護予防支援の内容 

（１）介護予防サービス計画の作成 
（２）介護予防サービス事業者等との連絡・調整 
（３）介護予防サービス実施状況の評価 
（４）利用者の方の状態の把握 
（５）給付管理 
（６）要支援認定申請に対する協力・援助 
（７）相談対応 

   
５．契約時の説明及び依頼義務 
  （１）利用者及び身元引受人は介護予防支援の提供に際し、複数の介護予防サービス事業者等を紹

介するよう求めることができます。 
   （２）利用者が入院の際、利用者又は身元引受人は、入院先の医療機関に担当ケアマネジャーの氏

名等の提供をお願いします。 



 
６．事業所の従業者体制 
 

職種 業務内容 常勤 非常勤 合計 
管理者兼 
主任介護支援専門員 

事業所の管理・運営全般 
１名  ― １名 

介護予防支援の提供 
介護支援専門員 介護予防支援の提供 １名  ― １名 

 
７． 利用料金 

要支援認定を受けた方の費用は、原則、介護保険より全額給付されるため自己負担額は

発生しません。 
但し、利用者の方の介護保険料の滞納により、法定代理受領が出来なくなった場合、要

介護度に応じて下記の金額（１ケ月あたり）を一旦ご負担いただきます。その際、「サー

ビス提供証明書」を発行させていただきますので、後日、これを保険者である市町村の窓

口に提出することで全額払い戻しを受けることが可能です。 
 
（１）基本料金 

    ☆介護予防支援費（Ⅱ） 
要支援１ 4，819 円／月 

要支援２ 4，819 円／月 
   
（２）加算料金 

     
☆初回加算 

     新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し、介護予防支援を行った場合に 
     算定します。 
 

初回加算 3,063 円／月 
 
     
８．緊急時の対応 
   介護予防支援の提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに 

主治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 
 
９．事故発生時の対応 

介護予防支援の提供により利用者に事故が発生した場合には、身元引受人、関係市町村、関係医

療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置につい  

て記録し、賠償すべき場合には、損害賠償を速やかに行います。 



１０．苦情相談窓口                              
 

        

                     

１ 利用者又は身元引受人からの相談又は苦情等に対応する、苦情解決責任者、苦情受付担当者、

第三者委員の設置 

（１）苦情解決責任者  

・施設長 皆川 恭英 

（２）苦情受付担当者 

            ・受付時間 ：午前８時３０分～午後５時３０分 

・受付窓口 ：同一敷地内ケアハウス１階事務所の受付カウンター 

・担当者  ：管理者（主任介護支援専門員） 黒川 明美 

            ・電話番号 ：２８－３７３４ 

            ・ＦＡＸ番号：２８－３７３３ 

            ・電子メール：moreyoung@blue.ocn.ne.jp 

（３）第三者委員  

・青垣 達也（特定社会保険労務士・評議員） 

                   電話番号 ５４－８８７７ 

            ・玄津 辰弥（弁護士） 

                   電話番号 ２７－３２２２ 

 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

（１）利用者への周知 

      パンフレット等により利用者及び身元引受人に対して、苦情解決の仕組みについて 

周知する。 

（２）苦情の受付 

苦情受付担当者は、利用者及び身元引受人からの苦情受付を随時受け付ける。なお、 

第三者委員は直接苦情を受け付けることができる。 

（３）苦情受付の報告・確認 

      苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告 

する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした 

場合を除く。 

 

３ 苦情があった介護予防サービス事業者等に対する対応方針等 

苦情のあった介護予防サービス事業者等に連絡を取り事実関係を確認し、苦情内容の改善

を求める。それでも改善されない場合には担当者の変更を要請する。それでもなお苦情が

続く様であれば介護予防サービス事業者等の変更を行う。 

 

４ その他事項 

上記以外の対応措置については、その都度事業所内で協議し利用者及び身元引受人の立場 

に立って処理する。 

福井市 介護保険課 所在地    福井市大手３丁目１０－１ 
電話番号  （０７７６）２０－５７１５ 
利用時間  午前８時３０分から午後５時００分まで 

福井市 地域包括ケア推進課 所在地    福井市大手３丁目１０－１ 
電話番号  （０７７６）２０－５４００ 
利用時間  午前８時３０分から午後５時００分まで 

福井県国民健康保険組合団体 
連合会 
 
 

所在地    福井市西開発４丁目２０２－１ 
電話番号  （０７７６）５７－１６１ 
利用時間  午前８時３０分から午後５時００分まで 

mailto:moreyoung@blue.ocn.ne.jp


                            令和   年    月   日    
介護予防支援の提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
 
社会福祉法人 祥穂会 
モアヤング 介護相談所 
             説明者    職名       氏名            印 
 
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防支援の提供開始時に同意しまし

た。 
             利用者 
                    住所 
 
                    氏名                     印 

       

 
              身元引受人 

（続柄      ）    
住所 
 
氏名                     印 

       

 
個人情報の利用及び提供に関する同意書 

社会福祉法人 祥穂会 
モアヤング 介護相談所 殿 
 

私は、利用者本人及び身元引受人等の個人情報を下記の場合に限り、利用及び提供することに同意

します。 
１）サービス担当者会議 
２）介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成 
３）介護予防支援の提供 
４）地域包括支援センター、関係市町村、保健・医療・福祉・介護予防サービス事業者との連携 

令和   年   月   日 
              利用者       
 
                    氏名                       印 
 
              身元引受人 

（続柄      ）  
 

 氏名                       印  


